
健

康診査など各種健診、

や

育児相談などの母子保

か

健サービスの向上に努

に

める。

・子育て家庭が

生

安心して子育てができ

ま

るよう、児童手当など

れ

の各種手当や子ども医

育

療費助成、幼稚園児の

つ

保護者負担軽減
11-

こ

03 事業などの制度を

と

通じ、子育て家庭にお

へ

ける経済的負担の軽減

の

を図る。

子育て家庭の

支

経済 ・各種手当や助成

援

制度にかかるさまざま

上

な手続きの窓口では、

位

子育てに関する初期相

政

談窓口としての役割を

策

果たし、子育
てに役立

0

つ情報提供や適切な相

5

談窓口に引き継ぐ機能

子

を充実させる。
的負担

ど

の軽減

もの未来と文化をはぐくむまち

施策統括課 児童青少年課 施策統括課長名 新妻　理成

関連課 健康課、子育て支援課、児童青少年課

関連する 東久留米市子ども・子育て支援事業計画、東久留米市母子保健計画

個別計画等

子ども・子育て支援事業計画の推進、待機児童解消に向けた保育サービスの拡充、市立保育園の民間化に向けた
予定計画事業

取り組み、さいわい保育園の民営

令

化、しんかわ保育園の

和

民間化、児童館の整備

3

、相談機能・児童虐待

年

への対応

・だれもが安

度

心して子どもを産み育

施

てることができ、子ど

策

も自身ものびのびと健

評

やかに成長することが

価

できる環境づくり
施策

表

に対する
を進める。

基

(

本的な考え方
・関連機

令

関との連携のもと、子

和

育て家庭が必要とする

2

保育や、子育てに関す

年

る情報、サービスの提

度

供を進めるとともに、

振

（第4次長期
地域社会

り

において、子どもたち

返

の健全育成を支える基

り

盤の充実を図る。
総合

)

計画より）

基本事業名

１

（1～3） 第4次長期

　

総合計画における方向

施

性
・子どもや子育てを

策

めぐる大きな環境変化

の

を踏まえ、利用しやす

概

い子育て支援サービス

要

を提供していくととも

（

に、民間か
11-01

第

ら供給されるサービス

4

を活かしながら、待機

次

児童解消や保育サービ

長

スの拡充を図る。

保育

期

サービスの充 ・子ども

総

・子育て支援新制度で

合

創設された小規模保育

計

事業、家庭的保育事業

画

などの地域型保育事業

（

の整備や幼稚園の認定

後

こども園への移行の推

期

進に努める。
実

・子育

：

て支援サービスの量を

平

拡充するとともに質の

成

向上をめざす「子ども

2

・子育て支援新制度」

8

の普及に努める。
・学

年

童保育所の施設・整備

度

、機能の充実に努める

～

。

・出産や子育ての不

令

安解消、孤立化防止の

和

ため、情報の提供や事

2

業を通じて交流の機会

年

を設け保護者の仲間づ

度

くりを支援
11-02

）

するとともに、相談窓

に

口の強化を図り、妊娠

掲

期からの切れ目ない子

げ

育て支援を充実する。

る

親と子の健康の確 ・地

事

域で安心して子どもを

項

産み育てることができ

）

るように、子どもと保

施

護者の心身の健康を維

策

持・増進を図るため、

名

育児
不安などによりフ

1

ォローが必要な母親に

1

対しては、関係機関・

子

関係部署との連携を図

ど

り、支援する。
保及び

も

増進
・母子手帳の交付

が

や両親学級、乳幼児健



4

6
か月児、３歳児）

子

次

育てがしやすい環境が

長

整っていると感じて
3

期

％ 44. 0 未把握 5

総

6. 7
いる市民の割

合

合

地区青少協のイベン

計

トに参加した青少年の

画

延
4 人 9,047 7,

に

749 4,977
べ人

お

数

青少年の健全育成に

け

関心をもっている市民

る

の
5 ％ 75. 0 未把

方

握 69. 8
割合

３　

向

施策内事務事業数と施

性

策のコスト

項目 単位 平

・

成30年度 平成31年

親

度 令和2年度

本施策を

た

構成する事務事業数 本

ち

52 53 53

トータル

が

コスト 千円 9,595

安

,560 9,463,

心

272 9,893,0

し

57

事業費（内書き）

て

千円 8,548,86

子

9 8,328,843

育

8,763,917

人

て

件費（内書き） 千円 1

が

,046,691 1,

で

134,429 1,1

き

29,140

るよう、魅力ある場所づくりや地域の子育て力の向上など、子どもが自ら育っていく環
11-04 境づくりを進めるとともに、地区青少年健全育成協議会による児童の健全育成の活動を支援する。

家庭・地域におけ ・市内各保育所における育児相談、園庭開放、異年齢児・世代間・地域交流行事など事業の充実に努め、地域の子育て力
向上を図る。

る子育て支援
・児童館は、子育て家庭の支援や児童虐待防止の対応など、子ども家庭支援センターなど関係機関との連携に努める。
・子ども家庭支援センターは、(1)調整機関として総合相談やサービスの提供、(2)地域の組織化、(3)要支援家庭の支援
、(4)在宅サービスの基盤整備、(5)虐待対応などの専門性の強化などに取り組む。
・地域子育て支援センターは、地域における住民の子育て支援活動を促進し、子育

１

てグループの活動の支

　

援、講座の開催
、情報

施

提供などを行う。
・子

策

ども・子育て支援新制

の

度の実施に伴い、計画

概

的に推進される支援事

要

業、子育て支援機能、

（

NPOや子育てサーク

第

ルなど
の充実に努める

4

。
・子育て中の親子や

次

妊婦などが事業のなか

長

から必要な支援を選択

期

して円滑に利用できる

総

ように情報提供、相談

合

・援助を行
う。

・保護

計

者が経済的に困窮し、

画

子育てに向ける心のゆ

（

とりを持てない家庭の

後

ために就業と子育てを

期

両立させていくための

：

支
11-05 援に努め

平

る。

支えが必要な子ど

成

・ひとり親家庭などに

2

対する経済的な負担軽

8

減や生活支援、相談活

年

動など、自立に向けた

度

支援をしていく。
・家

～

庭内の悩みや問題を的

令

確に把握し、関係機関

和

との連携のもと、個々

2

の家庭の状況に応じた

年

情報提供を行うととも

度

に、
もと家庭への取り

）

適切な相談機関への引

に

き継ぎに努める。
組み

掲

・教育訓練給付金事業

げ

、高等職業訓練促進給

る

付金事業などの実施に

事

加え、庁内はもとより

項

、関係機関と連携し、

）

個々の家
庭の状況に応

基

じた総合的な就労支援

本

に努める。

２　施策の

事

成果指標と実績

No 成

業

果指標 単位 平成30年

名

度 平成31年度 令和2

（

年度

保育所の待機児童

4

数（４月１日現在）
1

～

人 38 28 24

乳幼児

5

健診の受診率（３～４

）

か月児、１歳６
2 ％ 9

第

9. 0 97. 5 9



米

子育て世代包括支援セ

市

ンターとして子ども家

保

庭支
心配されるケース

育

もあり、子ども家庭支

サ

援センター等の関 援セ

ー

ンターやわかくさ学園

）

などの関係機関・関係

に

部署と連携・協力して

6

「切れ
係機関とも連携

4

しながら未受診者フォ

名

ローを継続していく 目

の

のない支援」を実施し

定

ていく。
必要がある。

員

2 ・育児不安の軽減や

拡

孤立化防止を目的に、

大

妊娠・出産・子
育て情

を

報を携帯メールで配信

行

する「子育て応援メー

い

ル配信
事業」は登録者

、

数を増やす必要があり

４

待

、前年度より50人程

機

度増加した。
・市の独

児

自事業である2歳児歯

童

科健診の効果により3

が

歳児の
う蝕有病者率の

1

低下が続いており、東

5

京都平均に近づいて
い

名

る。
・令和2年度から

と

6か年の母子保健計画

な

（第2次）を策定し
た

　

り

。

・幼児教育・保育等

、

の無償化により、主に

保

３歳から５歳の ・幼児

育

教育・保育等の無償化

ビ

による利用料等の無償

ス

化や給付により、子育

の

て家
保育所及び幼稚園

施

に通園する園児の保護

設

者の経済的負担が 庭の

整

経済的負担の軽減を図

基

備

る。
大きく軽減されて

・

いる。 ・児童の養育者

運

への経済的支援を行う

営

児童手当は、国の制度

及

変化に着実に対応
・私

び

立幼稚園及び認可外保

提

育施設に通園する保護

供

者の負担 して支給を行

体

う。
を軽減することを

制

目的とし、各々の補助

本

に

、貸付、助成事業
を実

関

施している。
・児童の

す

養育者への経済的支援

る

を行う児童手当の受給

実

者数
は若干の減少傾向

施

で推移している。

3

計画に沿

事

って対応を進める。
所

業

の定員の空きは178

に

名であった。 ・学童保

つ

育事業について、「東

い

久留米市子ども・子育

て

て支援事業計画」に基

（

づ
・市立保育園の民間

1

化については、しんか

～

わ保育園におい き、利

3

用状況を踏まえながら

）

、待機児童が生じた場

現

合は、保育の質を確保

状

しな
て低年齢児から段

と

階的に募集を停止する

課

こととした東久留 がら

題

特別教室等の借用によ

令

る対応を検討する。
米

和

市立保育園条例の一部

4

を改正する条例に沿っ

年

て、令和2 ・学童保育

度

事業における、安定的

に

な事業の継続や、一定

向

のニーズがある延長育

け

年度中(令和3年度当

た

初まで)に2歳児18

方

名の募集を停止した 成

向

の実施といった課題が

性

ある中、東久留米市立

・

学童保育所の民間活力

保

の導入に
。 係る実施計

育

画に沿って事業を実施

園

していく。
・学童保育

の

所は、令和２年度末時

待

点では待機児童が解消

機

さ
れた。
・学童保育事

児

業においては、安定的

童

な事業の継続や、一定

は

1 のニーズがある延長

、

育成の実施といった課

令

題に、令和2年4
月よ

和

り、第六小学校区と第

2

九小学校区の学童保育

年

所におい
て、民間活力

度

を導入して対応した。

中

・育児不安、家庭環境

（

の問題、保護者の精神

令

疾患や虐待等 ・母子保

和

健計画（第2次）に基

3

づき、各種事業に取り

年

組んでいく。産後ケア

度

事
でフォローが必要な

当

家庭が増加している。

初

業の実施を検討する。

ま

・平成30年度から妊

で

婦全数面接に向けて体

・

制を構築したが ・オン

保

ライン面接を導入し、

育

妊婦面接の実施率を高

園

めていくことによって

に

、妊
、本庁舎での受付

つ

分については、心配が

い

ない等の理由から 娠期

て

より支援が必要なハイ

は

リスク妊婦を把握し、

、

早期から支援を開始す

児

る。
面談を希望しない

童

ケースも多く、全体の

を

実施率が７割台に ・子

取

ども家庭支援センター

り

等の関係機関とも連携

巻

し、乳幼児健診の未受

く

診者フ
留まっている点

状

は課題である。 ォロー

況

の充実に努める。
・乳

等

幼児健診は96.0％

を

と高い受診率に達した

注

が、一定数未 ・新生児

視

訪問、乳幼児健診等で

し

事後フォローが必要な

つ

母子やハイリスク家族

つ

、
受診もある。未受診

東

の背景に、転居を繰り

久

返すなど虐待が 虐待等

留

が増加しているため、



域

に応
の実施に加え、関

の

係機関と連携し、個々

ニ

の家庭の状況に応 じた

ー

就労支援を適切に行う

ズ

。
じた総合的な就労支

を

援に努める必要がある

充

。

5

５　令和4年度に

足

向けた施策方針

【第５

で

次長期総合計画におけ

き

る施策名「子どもを安

る

心して生み育てられる

よ

環境づくり」】

・保育

う

園の保育需要は、保護

充

者の就労状況などによ

実

り多様なニーズが発生

を

する。これらの保育・

図

子育て支援の需要に柔

々

軟に対応

できるよう、

な

児童を取り巻く状況等

地

を注視し、東久留米市

域

保育サービスの施設整

子

備・運営及び提供体制

ど

に関する実施計画に沿

も

っ

て対応を進める。

・

・

学童保育は、利用状況

子

を踏まえながら、待機

育

児童が生じた場合は特

て

別教室等を借用して対

支

応することについて検

援

討していく。

・学童保

事

育事業における、安定

業

的な事業の継続や、一

（

定のニーズがある延長

利

育成の実施といった課

用

題がある中、東久留米

者

市立学

童保育所の民間

支

活力の導入に係る実施

援

計画に沿って事業を実

、

施していく。

・子ども

一

の居場所づくりを進め

時

るため、児童館、学校

預

、公園等の公共施設を

か

活用し子供達が安全に

る

過ごせる場所の確保を

。

図る。

・親と子の健康

保

の確保と増進を図るた

育

め、特に妊娠中や出産

施

後の不安定期に適切な

設

支援を行い、乳幼児期

も

の健康や育児に関して

地

保護者の不安を解消す

域

るとともに、子どもの

活

健全な発達に向けて相

動

談や指導、親同士の交

事

流の機会などを充実さ

業

せる。

６　令和4年度

に

の施策の位置づけ

より地域の子育て家庭を支援していく。
り、病児保育等）を実施している。また、保育施設におい ・家庭、地域、学校、行政が協力・連携し、身近な地域で子育てを支える環境
て園庭開

４

放等の地域活動事業を

　

行い、各家庭の子育て

基

を支 整備に努める。中

本

学校地区青少年健全育

事

成協議会による児童の

業

健全育成のため
援する

に

必要がある。 の活動を

つ

支援する。
・児童館に

い

関しては、平成31年

て

1月から、4児童館す

（

べてが ・子どもセンタ

4

ーひばり、けやき児童

～

館、子どもセンターあ

5

おぞら及び中央児
指定

）

管理者制度を導入した

現

。 童館は、指定管理者

状

制度を通じて適切な管

と

理運営業務を実施して

課

いく。
・児童の居場所

題

づくり事業については

令

、市内4箇所の既存 ・

和

児童の居場所づくり事

4

業は、新型コロナウイ

年

ルス感染症の情勢を見

度

つつ、感
の公共施設等

に

を活用して、地域の子

向

ども達に健全な遊びを

け

染症対策を行いながら

た

、引き続き既存の公共

方

施設等を活用し、子育

向

て支援機能
提供してき

性

たが、新型コロナウイ

・

ルス感染症の影響によ

す

り を充実させ、地域の

べ

子ども達に健全な遊び

て

を提供していく。
中止

の

などの影響が生じてい

子

る。 ・子ども家庭支援

育

センターは、児童虐待

て

などに対して、迅速な

家

対応などに努め
4 ・子

庭

ども家庭支援センター

を

は、児童に関する養護

対

・虐待・ る。
育成相談

象

や情報提供などが多数

に

あることから、迅速な

、

対応
が求められている

地

。

・家庭内の悩みや問

域

題を的確に把握し、関

の

係機関との連携 ・保護

ニ

者の子育ての悩みや不

ー

安について、個々の家

ズ

庭の状況に応じた情報

に

提供
のもと個々の家庭

応

の状況に応じた情報提

じ

供と相談活動を行 と相

た

談活動を行う。必要が

様

あれば、プライバシー

・

等に配慮し、適切な相

地

談機関
い、適切な相談

域

機関へつなげる必要が

子

ある。 へつなげていく

ど

。
・ひとり親家庭など

も

に対する経済的な負担

・

軽減や生活支援 ・ひと

子

り親家庭などに対する

育

経済的な負担軽減や生

て

活支援など支援を充実

支

させ
など支援を充実す

援

る必要がある。 ていく

事

。
・教育訓練給付金事

業

業、高等職業訓練促進

等

給付金事業など ・教育

は

訓練給付金事業などの

、

実施について、関係機

地

関と連携し家庭の状況

―


